
「COVID-19流行が肺がん診療に及ぼす影響」へご協力のお願い 

 

東京歯科大学市川総合病院呼吸器内科において下記内容の研究を行っております。 

ご協力のほどお願いいたします。 

 

1. 研究の目的や意義について 

COVID-19（新型コロナウイルス）流行下において感染を心配されておられる患者さんも少

なからずおられると思います。そのため、受診や検査などをためらうケースが国内外で報告

されています。疾患によっては受診や診断が遅れてしまい、進行や予後に影響を与えること

が懸念されています。その影響を検討するために、当院の呼吸器内科では、新型コロナウイ

ルス流行以前（2019年より前）と流行以降（2020年 1月以降）で、当院において肺がんの

診断、治療を受けられた患者さんの実態を明らかにし、比較検討することとしました。分析

により実態を明らかにすることを目的にしています。 

 

2. 研究対象者について 

東京歯科大学市川総合病院呼吸器内科において 2017 年 4 月 1 日より 2021 年 3 月 31 日ま

でに肺がんと診断され治療を受けられた方を対象とします。 

 

研究の対象となることについてご了承いただけない場合は対象とはいたしませんので、お

申し出ください。その場合でも患者さんに不利益が生じることはありません。 

 

3. 研究方法について 

この研究を行う際は、カルテより以下の情報を取得します。 

 

取得する情報 

年齢、性別、組織型（がんの種類）、病期（ステージ、進行の程度）、治療内容（手術、放射

線、薬物治療）、症状が出現したり紹介されてから受診までの期間、受診から診断までの期

間、診断から治療までの期間 

 

4. 個人情報の取り扱いについて 

カルテの情報をこの研究に使用する際には、研究対象者のお名前の代わりに研究用の番号

を付けて取り扱います。研究対象者と研究用の番号を結び付ける対応表のファイルにはパ

スワードを設定し、インターネットに接続できないパソコンに保存します。このパソコンが

設置されている部屋には、入室が管理されており、第三者が立ち入ることはできません。 

また、この研究の成果を発表する場合にも、研究対象者が特定できる情報を使用することは

ありません。 



 

5. 情報の保管について 

この研究において得られた研究対象者の情報はこの研究のみに使用し、研究終了後は 5 年

間保存した後、研究用の番号も消去し、誰のものかわからない状態で破棄します。 

 

6. 利益相反について 

本研究に関する必要な経費は、当該診療科の研究費で賄うため、研究遂行にあたって特別な

利益相反状態にはありません。 

 

7. 研究に関する情報や個人情報の開示について 

ご希望があれば、他の研究対象者の個人情報および知的財産の保護に支障がない範囲で、こ

の研究の研究計画書や研究の方法に関する資料をご覧いただくことができます。資料の閲

覧を希望される方は、ご連絡下さい。 

 

 

8. 研究の実施体制について 

この研究は以下の体制で実施します。 

研究責任者  寺嶋 毅 研究立案 カルテ内容の確認 分析など 

研究分担者  中島 隆裕  カルテ内容の確認 

黒田 葵   カルテ内容の確認 

岩見 枝里  カルテ内容の確認 

堤 昭宏  カルテ内容の確認 

 

9. 倫理審査委員会の承認 

この研究は東京歯科大学市川総合病院倫理審査委員会の審査承認および病院長の許可を得

て実施しております。 

 

10. 問い合わせ先 

ご質問および研究への利用を拒否する場合の連絡先： 

〒272-8513 千葉県市川市菅野 5-11-13 

東京歯科大学市川総合病院 

研究責任者 呼吸器内科 寺嶋 毅 

電話：047-322-0151 

 

 


